
あなたの森林を
市町村に委ねることで

木材として
活用できる
かもしれません

隣の所有者が
同意してくれたら、
森林をまとめて

管理できるのにな…

あなたの森林を
市町村に委ねることで

災害を
防止できる
かもしれません

近くの森林が
全然手入れされて
ないけど、

大雨で崩れないかな…

あなたの森林を
市町村に委ねることで

地域のために
活かせる
かもしれません

地域の資源として
活用したいけど、

所有者が分からなくて
連絡がとれないな…

近隣住民 地元の事業者

地元の市町村

あなたの“森林”
手入れができていますか？

それが「森林経営管理制度」です。
市町村を通じてあなたの森林を活かす仕組み、

林 野 庁



お問い合わせ
林野庁 森林整備部 森林利用課 森林集積推進室　東京都千代田区霞が関1-2-1　電話 03-6744-2126
または森林の所在する市町村の林務担当窓口（具体的な連絡先は各市町村の総合案内にお問い合わせください）

森林経営管理制度の概要
（平成31年４月１日施行）
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※所有者不明森林等にお
ける経営管理権の設定に
あたっての特例を措置

※都道府県による市町村の
事務の代替執行も措置

経営管理実施権
配分計画

❶ 森林所有者による森林の経営管理の責務を明確化（法第3条第1項　「森林所有者は、その権
原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わ
なければならない」）

❷ 市町村が意向調査を実施し、森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町
村が森林の経営管理の委託を受ける（※所有者が不明な場合にも特例を措置）

❸ 林業経営に適した森林は、市町村が林業経営者に再委託

❹ 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林は、市町村が自ら管理を実施

制度の主な流れ

経営管理受益権

❶

❸

❹
❷

森林所有者の委託を受けて伐採等を
実施するために市町村に設定される権利

経営管理権

市町村の委託を受けて伐採等を実施するために
民間事業者に設定される、経営管理権に基づく権利

経営管理実施権

経営管理権の設定
（意向・申出）

経営管理実施権
の設定

森
林
所
有
者

林業経営者に
林業経営を再委託

市町村による間伐等の実施
（市町村森林経営管理事業）

自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林

公
表 都道府県

経営管理実施権の
設定を希望する民間
事業者を公募・公表

公募

林業経営に適した森林

経営管理権
集積計画

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/
keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html林野庁ホームページもご覧ください。




